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第１２５回 教 育 研 究 評 議 会 要 録 

 

日 時  平成２７年２月１８日（水）午後１時００分～午後２時４８分 

場 所  第一会議室 

出席者  今岡学長，井上理事，小路田理事，角田理事，笠井理事，柳澤文学部長， 

     岩井理学部長，三木生活環境学部長，中島人間文化研究科長，内田，野村，小林， 

     林井，増井，松田，上江洌，出田各評議員 

列席者  小川学長補佐，小山学長補佐，酒居監事，福田監事，塚本総務・企画課長， 

     小田原国際課長，大原研究協力課長，西田財務課長，齊藤施設企画課長， 

     藤熊学務課長，木下学生生活課長，稲垣入試課長，秋庭学術情報課長 

      

議事に先立ち，前回の記録確認。 

 

Ⅰ  審議事項 

 １．学内諸規程等の制定等について   

 （１）学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う学則等の一部改正(案)について 

    笠井理事から，資料１-１-１～１-１-4により，学校教育法及び国立大学法人法等の改正に

伴う学則等の改正内容について説明の後，学長から補足説明があり，３月に最終決定すること

から，意見がある場合は２月中に連絡するよう依頼があった。 

    

  （２）国立大学法人奈良女子大学卒業証明書等発行手数料規程(案)について 

   笠井理事から，資料１－２により，制定の趣旨及び内容の説明があり，審議の結果，原案の

とおり承認し，経営協議会へ提案することとした。 

   なお，本規程制定の背景となる事情に関連して，教職員の求めに応じて発行される在職証明 

   書等の取扱い及び現在無料で提供している公開講座の有料化について意見交換があった。 

 

 （３）奈良女子大学育児奨学金規程の一部改正(案)について 

    角田理事から，資料１－３により，改正の趣旨及び内容について説明があり，審議の結果， 

     原案のとおり承認し，平成２７年４月１日から施行することとした。   

    

 ２．国立大学改革強化推進事業実施に係る協定の締結並びに学則その他の規程の整備等について                                     

   笠井理事から，資料２により，国立大学改革強化推進事業実施に係るお茶の水女子大学との

協定書締結並びに学則その他の規程の整備等について説明の後，学長から補足説明があり種々

意見交換が行われた。 

   審議の結果，現在協定書等の内容についてお茶の水女子大学と調整しているため，修正があ

った場合は，学長に一任することとして承認し，役員会へ提案することとした。 
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   また，調印式は３月３日を予定している旨の報告があった。 

 

 ３．奈良県吉野郡十津川村との包括連携に関する協定書の締結について 

   小路田理事から，自治体と連携を図る背景及び締結の経緯について説明の後，資料３により

協定書の内容説明があり，審議の結果，現在内容について十津川村と調整しているため，修正

があった場合は，学長に一任することとして承認し，役員会へ報告することとした。 

   また，調印式は３月２６日に予定していること，今後，他の地域との連携も検討している旨

の報告があった。 

 

  ４．奈良町セミナーハウスの利用に関する覚書の締結について 

    学長から，前回締結した覚書の有効期限が６月に満了することから，覚書の有効期間を更新

することについて資料４により説明があり，審議の結果，現在内容について先方と調整してい

るため，修正があった場合は，学長に一任することとして承認し，役員会へ報告することとし

た。また，調印式は３月１９日を予定している旨の報告があった。 

    

 ５．保有する個人情報の適切な管理の徹底及び国立大学法人奈良女子大学保有個人情報管理規程

の改正について   

   笠井理事から，資料５により，規程改正の経緯と内容及び管理上の留意点について説明があ

り，併せて，今後一層の個人情報の適切な管理の徹底について周知依頼があった。 

  

 ６．保護者・保証人への学業成績通知等について 

   角田理事から，資料６により，経緯及び通知内容について説明があり，種々意見交換がなさ

れ，審議の結果，成績の通知について承認した。なお，通知文書及び意思確認用文書の内容並

びに形式等については，学長に一任し，本日の意見を考慮しつつ，関係法令等にも注意して定

めることを併せて了承した。 

 

 ７．その他 

   学長から，国立大学法人法の改正により，経営協議会外部委員の人数が委員総数の過半数と

定められ，これにより本学においては外部委員１名増員が必要となることから，学長が任命す

るにあたり，候補者について教育研究評議会の意見を聴取したいとの発言があった。また，意

見がある場合は，個別に学長に連絡するよう依頼があった。 

   なお，経営協議会規程の改正については，３月に提案する旨連絡があった。 

 

Ⅱ 報告事項 

 １．次期教育研究評議会評議員について 

   各学部長及び人間文化研究科長から，各教授会等の議を経て選出した評議員について，引き
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続き学長から，平成２７年３月３１日をもって任期満了となる三学部長及び人間文化研究科長

の後任となる評議員について，資料７により報告があった。 

 

 ２．奈良県吉野郡下市町との包括連携に関する協定書の締結について 

   小路田理事から，協定書締結の背景と経緯並びに内容について説明の後，下市町の日程の都

合により，本会議での審議前の２月１６日に締結することになった旨の報告があり，これを追

認することとし，役員会へ報告することとした。 

 

 ３．第１４２回役員会について 

    学長から，１月２９日に開催された第１４２回役員会の審議概要について報告があった。 

 

  ４．国大協臨時総会等の報告について 

   学長から，過日開催された国大協の臨時総会及び近畿支部会議，並びに文部科学省高等教育

局長との意見交換会の報告があり，そのうち運営費交付金の見直しの基本的な方向性について

資料（番号なし）により説明があった。 

 

 ５．平成２６年度卒業式・学位記授与式及び平成２７年度入学宣誓式について 

    総務・企画課長から，資料９により，平成２６年度卒業式・学位記授与式及び平成２７年度

入学宣誓式について案内があった。 

 

 ６．各室からの報告について 

  ・セクシュアル・ハラスメント等防止・対策委員会： 

     ハラスメント防止に関する研修会を２月１９日(木)１６時２０分から開催する旨の案内 

    があり，参加について周知依頼があった。 

  ・広報企画室： 

     学生アンケートの調査結果を基に『ならじょ(奈良女)Tomorrow』を発刊し，全教員に配 

    付する予定であること，また，阪神三宮駅構内に設置している本学の広報看板をリニュー 

    アルした旨の報告があった。 

  

 ７．その他 

理学部長から，履修通知のあった研究倫理教育プログラムに関して確認要請があり，学長か

らあらためて担当課より通知する旨発言があった。 

   

                                         以上   


